
 

 

様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

令和５年６月２８日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地 

氏 名 雲仙市長 金澤 秀三郎 （公印省略） 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９５７－４７－７８２６（直通） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和４年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称  千々石浄化センター 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県雲仙市千々石町己９番地１ 

事 業 の 種 類 ３６ 水道業 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 ２，７５０  ｔ 全 処 理 委 託 量 ２２０   ｔ 

自ら再生利用を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
―    ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
―    ｔ 

自 ら熱回収 を行 う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
―    ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
２２０   ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産 業 廃 棄 物 の 量 
２，５３０  ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
―    ｔ 

自 ら埋立処 分又 は

海洋投入処分を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 

―    ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

―    ｔ 

※事務処理欄   

(日本産業規格 Ａ列４番) 
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(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記

載した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を

記入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業

廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面 )

住 所 福岡県久留米市藤山町768-卜 10

氏 名 株式会社エフジー

代表取締役 藤崎貴介

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0942-2矛 4800

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

提出者

令和5年 6月 19日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

事 業 場 の 名 称 株式会社エフジー

事 業 場 の 所 在 地 福岡県久留米市藤山町768-1-101

事 業 の 種 類 職別工事業 (と び 。土工工事業、解体工事業)

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間
令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月 31日

目標値 目標値

500t 500t

Ot Ot

Ot 500t

Ot Ot

OtOt

項 目

排   出   量 全 処 理 委 託 量

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : )

実績値項 目

①排出量

②+① 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により減

量 した量

③ +⑨ 自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処

理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収 を行 う業者への処

理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑬

⑩の うち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

⑩の うち再生利用
業者への処理委託量

⑫

⑩

⑩の うち優良認定

処理業者への

処理委託量

①

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

⑨

直接及 び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

自ら中間処理によ

⑦

自ら中間処理 した

の

⑥

③

自ら中間処理

し た

④

④のうち熱回収

⑤

自ら直接
再生禾li用 した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量
排  出  量

①

有 償 物 量

不要物等発生量
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(第 3面 )

備考

1 翌年度の6月 80日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令 和 5年  6月  23日

提出者

住 所 長崎県佐世保市ハウステンボス町4番地52

氏 名 大石建設株式会社

代表取締役 宅島 壽雄

民塾言舌摺離手シ  0956-58-7733

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和4年度の産業
廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

長崎県知事 殿

大石建設株式会社事 業 場 の 名 称

長崎県佐世保市ハウステンボス町4番地52事 業 場 の 所 在 地

総合建設業事 業 の 種 類

令和4年 4月 1日 ～令和5年 3月 31日産業廃棄物処理計画における

計   画   期   間

項 目 目標値目標値
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項 目

業

業

ン９
旦塁獅

の
用
物

利
棄

生
廃

術

の

分
物

処
棄

鰍
廃

洋
業

海
産
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優 良認 定 処 理 業者 へ の

処  理  委  託  量

再 生 利 用 業 者 へ の

処  理  委  託  量

へ の

※事務処理欄
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : アスコン殻 )

実績値

13

0

0

0

0

13

0

13

0

0

項 目

①排出量

②+① 自ら再生利用を
行った量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑫ 自ら中間処理により版
量した量
③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量
⑫ 再生不U用 業者への処理
委託量
⑬熱回収認定業者への処
理委託量
⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑬

理のうろ烈回||ヌ 認冠
業者以外の熱回収を

行う業者への

処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

13
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

13

⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した後
再生利用した量

⑥

自ら中間処理した

後の残さ量

ら中間処理によ
り減量した量

再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

した量

ら

④

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

有 償 物 量

排出量

13
①

不要物等発生量

（削
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 木くず )

実績値

19

0

0

0

0

19

19

0

0

0

項 目

① 排出量

②十① 自ら再生利用を
行った量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により減
量した量
⑨十⑫ 目らナ里立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量
⑫ 再生利用業者への処理
委託量
∞熟回収認定業者への処
理委託量
⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

りの9アっ守ヽ回収認だ

業者以外の熱回収を

行う業者への

処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0
⑫自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

19

⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

19

①

自ら中間処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した

後の残さ量

間処理によら

り減量した量

⑤

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④

を行つた量
うち熱回収

有 償 物 量

排出量

19
①

不要物等発生量

（削
Ｎ
酬
）
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 金属くず )

実績値

2

0

0

0

0

2

0

2

0

0

項 目

①排出量

②十③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑫ 自ら中間処理により滅
量した量
③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑭ 再生利用業者への処理
委託量
⑬熱回収認定業者への処
理委託量
廼 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑬

つの9ろ熟回収認だ
業者以外の熱回収を

行う業者への

処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

2
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

2

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

ら中間処理
した量

④

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

有 償 物 量

排出量

2

不要物等発生量

（韻
］
酬
）
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 建設混合廃棄物 (安定型)   )

実績値

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

項 目

①排出量

⑫十① 目ら再生本ll用 を
行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により減
量した量
①十⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑩ 優良認定処理業者への
処理委託量
⑫ 再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処

理委託量

廼 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処

理委託量

⑬

山のうち烈回収認疋
~

業者以外の熱回収を

行う業者への

処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

1

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

1

①

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

⑥

自ら中間処理によ
り減量した量

⑦⑤

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有 償 物 量

排出量

1
①

不要物等発生量

（韻
Ｎ
引
）
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 建設混合廃棄物 (管理型)   )

冥績値

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

項 目

①排出量

②十① 自ら再生利用を
行った量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑫ 目ら中間処理により版
量した量

①十⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量
∪ 再生利用業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量
⑭ 熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

∪のうろ熱回4叉認疋
~

業者以外の熱回収を

行う業者への

処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0
⑫

⑥

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

1

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

1

∪

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行った量

再生利用した量
ら

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

ら

した量
問処理

有 償 物 量

排出量

1
①

不要物等発生量

（削
Ｎ
引
）
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : コンクリート殻 )

実績値

195

0

0

0

195

80

115

0

0

項 目

①排出量

② +① 自ら再生利用を
行った量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

① 自ら中間処理
量した量

り渤茨

⑨+⑨ 目らナ里立処分又は

海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量
⑫ 再生利用業者への処理
委託量
⑬熟回収認定業者への処
理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

辺のうち熱回収認疋
~

業者以外の熱回収を
行う業者への
処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

115
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

③

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

195

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

80

廼

自ら中間処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した

後の残さ量

問処理 によら

り減量した量

再生不lj用 した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑥

自ら中間処理
した量

を行つた量
収9

⑤

有 償 物 量

排出量

195①

不要物等発生量

（消
Ｎ
副
）
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 混合廃棄物 )

実績値

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

項 目

①排出量

②十① 自ら再生利用を
行った量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

① 自ら中間処理により減
量した量
③十⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量
∪ 再生利用業者への処理
委託量
⑭熱回収認定業者への処
理委託量
⑭ 熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑬

∪のつ
'う
驚ヽ回収認だ

業者以外の熱回収を

行う業者への

処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

1

⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

①

自ら中間処理した後
再生利用した量

⑥

自ら中間処理した

後の残さ量

⑥

り減量した量
よ

⑦

再生利用した量
ら

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

自ら中間処理
した量

つ

を行つた量

⑤

有 償 物 量

排出量

1
①

不要物等発生量

（削
Ｎ
酬
）
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 廃プラスチック )

実績値

6

0

0

0

0

6

4

2

0

0

項 目

①排出量

②十① 自ら再生利用を
行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑫ 目ら中間処理により椒
量した量
③十③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量
⑭ 再生利用業者への処理
委託量
⑬熱回収認定業者への処
理委託量
⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

2
②

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

りの9ろ熱回収認疋
業者以外の熱回収を

行う業者への
処理委託量

⑭

4

∪

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

6

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

り減量した量
1こよら

自ら中間処理した

後の残さ量した量

④

回 収ち

を行つた量

⑤

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

有 償 物 量

排出量

6
①

不要物等発生量

（削
Ｎ
酬
）
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 普通混在 )

冥頼恒

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

項 目

①排出量

②十③ 自ら再生利用を
行った量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑫ 自ら中間処理により減
量した量
③十⑨ 目らナ里立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量
⑫ 再生利用業者への処理
委託量
①熱回収認定業者への処
理委託量
⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

0
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の熱回収を

行う業者への
処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

1

廼

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

ら中間処理によ

り減量した量

⑦

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

③

自ら中間処理
した量

④

有 償 物 量

排出量

1
①

不要物等発生量

（韻
Ｎ
剛
）
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(第 3面 )

備 考

1 翌年度の6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値
を記入すること。

4 第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を

記入すること。

(1)①欄  当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄  (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄  (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄  自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄  (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄  (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄  中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄  (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄  (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃乗物の種類ごとに、第2面の例により産業廃棄物処理
計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。
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様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

  令和 5年 6月19日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                     

住 所 長崎県大村市西三城町124番地       

氏 名 大村市上下水道事業管理者 原 慶一郎   

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0957-53-1116             

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称  大村浄水管理センター 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県大村市松山町565-1 

事 業 の 種 類  3631 下水道処理施設維持管理業 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
 令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 別紙-1①のとおり ｔ 全 処 理 委 託 量 別紙-1⑤のとおりｔ 

自ら再生利用を行った 

産 業 廃 棄 物 の 量 
別紙-1②のとおり ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
別紙-1⑥のとおりｔ 

自ら熱回収を行った 

産 業 廃 棄 物 の 量 
―   ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙-1⑤のとおりｔ 

自ら中間処理により減量した 

産 業 廃 棄 物 の 量 
別紙-1③のとおり ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
―   ｔ 

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った 

産 業 廃 棄 物 の 量 

別紙-1④のとおり ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

―   ｔ 

※事務処理欄  

(日本工業規格 Ａ列４番) 



（ 金属くず・ガラスくず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

13.1 0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 13.1 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 13.1 13.1

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 蛍光灯 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 0.0 0.0

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0

0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

項目 実績値
自ら中間処理

した量
自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 0.0 0 0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量



（ 廃プラスチック ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

2.8 0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 2.8 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 2.8 2.8

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 廃油 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0 0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 0.0 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 0.0 0.0

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 木くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

2.2 0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 2.2 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 2.2 2.2

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 汚泥 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

76,400 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

4,638
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 76,400 76,400 4,638 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

71,762 0 71,762
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 4,638 4,638

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

4,638 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ しさ・沈砂 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

132 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

62
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 132 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 132 132

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

62 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 廃脱硫剤 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

14.2 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

14.2
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 14.2 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 14.2 14.2

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

14.2 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



 

 

(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



別紙-1　（令和4年度計画書）

(t/年)

汚泥 しさ、沈砂 廃脱硫剤

0 0 0 0.9 0 78,500 137 15.1

①産業廃棄物排出量 4.8 0.1 1.3 0.9 1.9 84,500 168 15.6

②自ら再生利用を行う産業廃棄物の量 0 0 0 0 0 0 0 0

③自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量 0 0 0 0 0 79,550 0 0

4
自己中間処理量 0 0 0 0 0 84,500 0 0

自己中間処理残さ量 0 0 0 0 0 4,950 0 0

④自ら埋立処分及び海洋投入する産業廃棄物の量 0 0 0 0 0 0 0 0

自己直接埋立処分又は海洋投入量 0 0 0 0 0 0 0 0

自己中間処理後自己埋立処分又は海洋投入量 0 0 0 0 0 0 0 0

⑤直接委託及び自己処理後委託処分 4.8 0.1 1.3 0.9 1.9 4,950 168 15.6

⑥優良認定処理業者への処理委託量 4.8 0.1 1.3 0.9 1.9 0 0 0

汚泥金属くず
ガラスくず

廃油

令和3年度産業廃棄物排出量

廃プラスチック

令
和

蛍光灯

年
度
目
標

木くず



様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

令和５年６月３０日 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

提出者 

住 所 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１２－１０ 

氏 名 鹿島建設株式会社 九州支店 

常務執行役員支店長 小森 浩之 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９２－４８１－８００１ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和３年度の産業廃棄物処理

計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称  鹿島建設株式会社九州支店 長崎工事事務所 

事 業 場 の 所 在 地 長崎県長崎市栄町３－９ 

事 業 の 種 類  ０６ 建設業・総合工事業 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 ２，０４６．６ｔ 全 処 理 委 託 量 ２，０４６．６ｔ 

自ら再生利用を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
０ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
１，５５８．９ｔ 

自 ら熱回収 を行 う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
０ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
２，０４６．６ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産 業 廃 棄 物 の 量 
０ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ 

自 ら埋立処 分又 は

海洋投入処分を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 

０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ 

※事務処理欄

(日本工業規格 Ａ列４番 



汚泥 ）

② ⑧

排出量

①

2.7

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

2.7

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

2.7

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

2.7

0.0

⑭

0.0

2.7

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 0.0

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

2.7



がれき類 ）

② ⑧

排出量

①

1493.6

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

1493.6

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

1493.6

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

1493.6

1265.6

⑭

0.0

1493.6

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 1265.6

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

1493.6



ガラ陶くず ）

② ⑧

排出量

①

150.7

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

150.5

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

150.7

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

150.7

150.7

⑭

0.0

150.5

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 150.7

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

150.7



廃プラスチック類 ）

② ⑧

排出量

①

29.9

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

29.9

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

29.9

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

29.9

29.9

⑭

0.0

29.9

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 29.9

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

29.9



金属くず ）

② ⑧

排出量

①

6.8

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

6.8

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

6.8

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

6.8

6.8

⑭

0.0

6.8

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 6.8

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

6.8



紙くず ）

② ⑧

排出量

①

3.4

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

3.4

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

3.4

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

3.4

3.4

⑭

0.0

3.4

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 3.4

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

3.4



木くず ）

② ⑧

排出量

①

74.8

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

74.8

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

74.8

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

74.8

74.8

⑭

0.0

74.8

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 74.8

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

74.8



廃油 ）

② ⑧

排出量

①

8.9

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

8.9

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

8.9

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

8.9

8.9

⑭

0.0

8.9

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 8.9

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

8.9



混合廃棄物 ）

② ⑧

排出量

①

109.3

③ ⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

109.3

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量

109.3

④ ⑥

0.0

⑨

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

自ら中間処理によ
り減量した量

⑬

0.0

0.0

⑤ ⑦

0.0

0.0

⑩

109.3

98.0

⑭

0.0

109.3

0.0

⑪

0.0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.0 0.0

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：

有償物量

不要物等発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

(第
２
面
）

項目
自ら中間処理

した量

①排出量
0.0 0.0

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量
④のうち熱回収
を行った量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により減

量した量 0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量 98.0

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

109.3



(第３面) 

 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 















様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

長崎県知事 大石 賢吾 殿

長崎県竹の久保町20番 9号

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

2023年  5月 8 日

0957-5併9818(県央工場 )

代表取締役 力日藤

提出者

住 所

氏 名

電話番号  095864-7

事 業 場 の 名 称 加藤産業株式会社 生コン県央工場

事 業 場 の 所 在 地 長崎県大村市今村町523

事 業 の 種 類 窯業製品製造業

2022年4月 1日 ～2023年3月 31日

目標値

1,500t

1,500tt

t t

t t

t t

項 目

全 処 理 委 託 量

目標値

1,500t

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間

排   出   量

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄

′ぅ
「色

(日 本産業規格



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : ョ 多ワリ=卜 て す
｀`

)

⑩の うち熱回収認定

業者以外の

熱回収 を行 う業者
への処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

⑩の うち熱回収認定

業者への処理委託量

⑬

＋
ｔ

／

６

ノ

０
μ！

′

′

ｔ

⑩

⑩の うち優良認定

処理業者への

処理委託量

，

′

ｒ

① 丈
／

う

／

ら

囀

ご

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

⑨

直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

さ量の

自ら中間処理 した

⑥

自ら中間処理によ

した

⑦

自ら直接

再生利用 した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

自ら中間処理

し た

④

④のうち熱回収
つ た

⑤

有 償 物 量

排   出  量

①
/t』 どとt

不要物等発生量

実績値

/、 かrど 士

,、
∂渉Ьt

/、 かどど士

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を

行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量 した量

③ +③ 自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収 を行 う業者への処

理委託量

（削
Ｎ
副
）



(第 3面 )

備 考

1

2

8

翌年度の6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における日標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7



様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面)

提出者

毎密三編曇劣撰巽雲短
町恩縛鍵三

み岳争ζ≧】髯鬱鬱跡
電話番号  (0956)72二 1241

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

日
7令和 5年 6月 1

長崎県知事 大石 賢吾 殿

九州電力株式会社 松浦発電所事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091番 地 1

事 業 の 種 類 電気業 発電所 (火力発電所)

令不日5年  3月 31日令和4年 4月  1日産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間

別紙のとおり 別紙のとお り

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとお り別紙のとお り

別紙のとお り別紙のとお り

項 目

排    出   量 全 処 理 委 託 量

目標値

別紙のとおり

目標値

別紙のとおり

産業廃棄物処理計画における日標値

項 目

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 葉 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 萎 託 量

※事務処理欄

▼516129

(、日本産業規格



計画 の : (産業廃棄物の種類 :燃えがら )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

⑨

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

5040000⑫

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

12,617.680①

不要物等発生量

実績値

12,617.680

島0電X阿Ю

0.000

0.000

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

①全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類 : ばいじん )

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

にう   心軌791.100

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

排出量

462,844.400①

有償物量

不

実績値

462,844.400

69,,91,100

0,000

0.000

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量_

①全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:汚泥 )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

1,394.932

自ら中間処理によ
り減量した量

497.408

自ら中間処理
した量

1,892.340

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

1,931.560①

有償物量

排出量

不要物等発

実績値

1,931.560

0.000

0,000

497.408

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量       .
③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

①再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



祀 (産業廃棄物の種類:廃油 )

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

有償物量

排出量

3.160①

不要物等

実績値

3.160

0.000

0,000

0.000

項 目

①排出量

②十⑤
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

0優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類 :廃プラスチツク   )

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者

^の
処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

14.266①

有償物量

排出量

不要物等発

実績値

14.266

0.000

01000

0.000

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:金属くず )

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

排出量

3.200①

有償物量

不要物等

実績値

3.200

omo

0.000

0.000

項 目

①排出量

②キ③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

③熟回収認定業者への処理
委託量

〇熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



己の (産業廃棄物の種類:ガラスくず及び陶磁器くず )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

有償物量

排出量

2.988①

実績値

2.988

Om

0,000

0.000

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行うた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



計画の : (産業廃棄物の種類:木くず )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

0.440①

実績値

0.440

Om

0.000

0,000

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熟回収認定業者以外の
熟回収を行う業者への処理
委託量  ,

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 ‐

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

イ
(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者今の再生利用委託量          ´ヽ

(13)⑩欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量   ,
(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が 2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明ら力Чこした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。


